
 

 
 
 
 

 

■「第4次社会資本整備重点計画」の閣議決定について 

平成15年に社会資本整備事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定された「社会資本整備重点計

画法（法律第20号）」において、平成27年度から平成32年度までを計画期間として定められた「第4次社会資本整備

重点計画」が平成27年9月18日に閣議決定されましたのでご紹介いたします。 
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被覆防食

電気防食

施工スペース十分確保可能 

□港湾・漁港施設における維持補修に関する現状とその対応・方向性 

～ 自治体での鋼矢板の防食補修工を例にした事例紹介 ～ 

1．概 要 

港湾及び漁港施設の維持管理を適切に実施していくための計画策定業務は、国及び県管轄ではほぼ完了し、

市町村レベルに移行しています。 

しかし、市町村では、維持管理に充当する予算を十分に確保できない情勢下であることから、事業の鈍化が見

込まれる状況があります。 

それら社会状況を踏まえ、既存施設の補修費の低廉化に着目して検討した、鋼矢板の防食補修工を事例として 

その課題と対応についてご紹介します。 

2.鋼矢板防食補修工における課題 

① 維持補修に関しては、具体的な補修工法の例示はあるものの、それ

を適用していくためのマニュアル整備が遅れている。そのため、維持

補修においても新設を対象とした現況マニュアルに準拠するところが

多いことから、更新費用と変わらない程度の維持補修費を要すること

が多くなる。 

② 鋼矢板の防食補修工での現況マニュアル注）による防食工法の適用

は、単価的には電気防食工が安価となるが、電気防食は海水中でな

ければ効かない欠点があることから、電気防食と被覆防食工との併

用工法が標準となっている。（図-1 防食パターン①） 

③ 地方自治体が管轄する施設の多くは小規模水深に設置されるため、

既設で防食を行う場合には電気防食陽極の取付スペースが確保で

きないため、被覆防食を採用せざるを得なくなることがほとんどとなる。

（図-1 防食パターン②） 

注）「港湾施設の技術上の基準・同解説」「漁港・魚場の施設の設計の手引き」等 

3．維持補修低廉化に向けた方向性と対応策 

1)現行マニュアルによる電気防食の適用範囲の解釈 

①現行マニュアルは「新設」を対象とした規格・基準書であり、設計耐用 

期間で 100％の機能を保持・担保されるように規格化されたものである。 

②長寿命化を目的とした維持補修において、それらマニュアルの基準 

をそのまま適用することは過大ではないか。 

２）上記解釈による鋼矢板の防食補修工への適用 

現行マニュアルの基となる「港湾鋼構造物防食・補修マニュアル」によ 

れば、電気防食工法の適用範囲（＝防食効果が 100％担保できる範囲） 

は M.L.W.L（平均低水位）以下となっている。 

一方標準設計では、M.L.W.L－1.0ｍまでは被覆防食工とラップさせる 

こととなるが、これは、M.L.W.L から L.W.L（低水位）間は海水に浸漬する 

時間が若干短いための防食効率が低下するための処置としている。 

以上より、防食工のラップ区間は新設に対する安全代であり、維持補修 

の観点では既設構造物に対しては、採用値には余裕幅があるものと判断した。 

      M.L.W.L までコンクリートに代わる被覆防食がある場合には、維持補修においては L.W.L 以深においては 

電気防食による対応でも、ほぼ 100％の防食効果が得られるものとした。（図-2 による） 

4．対応策の成果と今後の取り組み 

本業務の鋼矢板の防食補修工で提案・検討したように、他の補修工においても条件設定にはある程度の自由度が

残されていると考えます。 

高度成長期に集中して整備された施設が一斉に更新時期を迎える状況の中、限られた財源で事業を停滞なく 

計画的に更新していくためにも、今回の経験を踏まえ、その地域の条件及び施設に合った検討・提案を行って 
いく所存です。 
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図-1 防食工法の適用（標準） 

図-2 維持補修における防食工

法の適用（案） 


